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(57)【要約】
【課題】いつ通じるか分からない通話先に発呼し続ける
ことで生じる時間の浪費を軽減する。
【解決手段】発呼対象となる他の通信端末の電話番号と
電子メールの宛先との関連を携予めメモリ１３に登録し
ておき、携帯通信端末１から他の通信端末を発呼する際
に、発呼対象として選択した通信端末の電話番号を一時
記憶して他の通信端末からの応答の有無を確認する。応
答が無ければ、携帯通信端末１の送話器２から入力され
る音声メッセージを電子メールに添付可能な音声ファイ
ルの形式に変換してメモリ１３からテキストメッセージ
を選択的に読み込んで電子メールの本文を生成し、音声
ファイルを電子メールに添付して、発呼対象の電話番号
に対応する電子メールの宛先を求め、携帯通信端末１に
おける電子メールの送受信機能を利用して電子メールを
送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声による通話機能と添付ファイル付きの電子メールの送受信機能を有する携帯通信端
末であって、
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージを記憶するテキストメッセージ記憶手段
と、
　当該携帯通信端末の送話器から入力される音声メッセージを読み込んで電子メールに添
付可能な音声ファイルの形式で一時記憶する音声ファイル生成手段と、
　発呼対象となる他の通信端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先
とを関連づけて記憶した宛先データ記憶手段と、
　発呼対象として選択された他の通信端末の電話番号を一時記憶する送信先一時記憶手段
と、
　発呼対象として選択された他の通信端末からの応答の有無を予め設定された判定条件に
従って判定する応答状態判定手段と、
　前記テキストメッセージ記憶手段からテキストメッセージを選択的に読み込んで電子メ
ールの本文を生成する電子メール生成手段と、
　前記音声ファイル生成手段を作動させ、音声ファイル生成手段が生成した音声ファイル
を前記電子メールに添付する音声ファイル添付手段と、
　前記送信先一時記憶手段に記憶されている電話番号に対応する電子メールの宛先を前記
宛先データ記憶手段から求め、この宛先に宛てて前記電子メールを送信する電子メール送
信手段と、
　前記応答状態判定手段の判定結果が応答有りの場合には前記音声ファイル生成手段と前
記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信手段を非作動として
当該携帯通信端末の通話機能実現手段を起動する一方、前記応答状態判定手段の判定結果
が応答無しの場合には、当該携帯通信端末の通話機能実現手段を非作動として前記音声フ
ァイル生成手段と前記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信
手段の作動を許容する動作選択手段を備えたことを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
　前記テキストメッセージ記憶手段は、前記携帯通信端末のユーザのスケージュールを時
刻に対応させて記憶するスケジュール記憶ファイルによって構成され、
　前記電子メール生成手段は、発呼時の現在時刻に対応するスケジュールのテキストデー
タを選択的に読み込むように構成されていることを特徴とする請求項１記載の携帯通信端
末。
【請求項３】
　前記スケジュール記憶ファイルは、スケジュールの要約とスケジュールの詳細を並列的
に記憶するように構成され、
　前記宛先データ記憶手段は、電話番号に対応してスケジュールの開示範囲を記憶するよ
うに構成され、
　前記電子メール生成手段は、前記送信先一時記憶手段に記憶されている電話番号に対応
する開示範囲を前記宛先データ記憶手段から求め、この開示範囲に基いてスケジュールの
要約のみ，スケジュールの要約と詳細，スケジュールの空き時間，固定的なデフォルトメ
ッセージのうちの何れか一つのみを選択的に読み込むように構成されていることを特徴と
する請求項２記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記スケジュール記憶ファイルは、スケジュールに対応してスケジュールの通知の要否
を記憶するように構成され、
　前記電子メール生成手段は、前記スケジュール記憶ファイルから発呼時の現在時刻に対
応するスケジュールの通知の要否を確認し、要通知の場合にはテキストデータを読み込み
一方、否通知の場合にはテキストデータの読み込みを非実行とするように構成されている
ことを特徴とする請求項２または請求項３のうち何れか一項に記載の携帯通信端末。
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【請求項５】
　前記宛先データ記憶手段は、前記他の通信端末に対応する電子メールの宛先として該他
の通信端末の電話番号と該他の通信端末の電子メールアドレスを記憶すると共に、該他の
通信端末に通信サービスを提供する電気通信事業者を特定するための事業者特定情報を記
憶するように構成され、
　前記電子メール送信手段は、前記宛先データ記憶手段から送信先一時記憶手段に記憶さ
れている電話番号に対応して記憶されている事業者特定情報を求め、この事業者特定情報
で特定される事業者が当該携帯通信端末に通信サービスを提供する電気通信事業者と異な
る場合には前記送信先一時記憶手段に記憶されている電話番号に対応する電子メールアド
レスを宛先とする一方、一致する場合には、前記送信先一時記憶手段に記憶されている電
話番号を宛先として前記電子メールを送信するように構成されていることを特徴とする請
求項１，請求項２，請求項３または請求項４のうち何れか一項に記載の携帯通信端末。
【請求項６】
　音声による通話機能と添付ファイル付きの電子メールの送受信機能を有し、データ記憶
手段を備えた携帯通信端末の通信制御プログラムであって、
　前記携帯通信端末のマイクロプロセッサを、
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージを前記データ記憶手段に記憶させるため
のテキストメッセージ登録手段、
　当該携帯通信端末の送話器から入力される音声メッセージを読み込み電子メールに添付
可能な音声ファイルの形式に変換して前記データ記憶手段に一時記憶させる音声ファイル
登録手段、
　発呼対象となる前記他の通信端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの
宛先とを関連づけて宛先データファイルとして前記データ記憶手段に記憶させる宛先デー
タ登録手段、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末の電話番号を前記データ記憶手段に一時記
憶させる送信先データ登録手段、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答の有無を予め設定された判定条
件に従って判定する応答状態判定手段、
　前記データ記憶手段からテキストメッセージを選択的に読み込んで電子メールの本文を
生成する電子メール生成手段、
　前記音声ファイル登録手段を作動させ、音声ファイル登録手段が前記データ記憶手段に
一時記憶させた音声ファイルを前記電子メールに添付する音声ファイル添付手段、
　前記送信先データ登録手段が前記データ記憶手段に一時記憶させた電話番号に対応する
電子メールの宛先を前記宛先データファイルから求め、当該携帯通信端末における電子メ
ールの送受信機能を利用して、前記求められた宛先に宛てて前記電子メールを送信する電
子メール送信手段、および、
　前記応答状態判定手段の判定結果が応答有りの場合には前記音声ファイル登録手段と前
記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信手段を非作動として
当該携帯通信端末の通話機能実現手段を起動する一方、前記応答状態判定手段の判定結果
が応答無しの場合には、当該携帯通信端末の通話機能実現手段を非作動として前記音声フ
ァイル登録手段と前記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信
手段の作動を許容する動作選択手段として機能させることを特徴とした携帯通信端末の通
信制御プログラム。
【請求項７】
　前記テキストメッセージ登録手段は、前記携帯通信端末のユーザのスケージュールを時
刻に対応させて前記データ記憶手段に記憶させ、
　前記電子メール生成手段は、発呼時の現在時刻に対応するスケジュールのテキストデー
タを選択的に読み込むようにされていることを特徴とする請求項６記載の携帯通信端末の
通信制御プログラム。
【請求項８】
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　前記テキストメッセージ登録手段は、スケジュールの要約とスケジュールの詳細を並列
的に前記データ記憶手段に記憶させ、
　前記宛先データ登録手段は、電話番号に対応させてスケジュールの開示範囲を前記デー
タ記憶手段に記憶させ、
　前記電子メール生成手段は、前記データ記憶手段に一時記憶されている電話番号に対応
する開示範囲を前記データ記憶手段から求め、この開示範囲に基いてスケジュールの要約
のみ，スケジュールの要約と詳細，スケジュールの空き時間，固定的なデフォルトメッセ
ージのうちの何れか一つのみを選択的に読み込むようにされていることを特徴とする請求
項７記載の携帯通信端末の通信制御プログラム。
【請求項９】
　前記テキストメッセージ登録手段は、スケジュールに対応してスケジュールの通知の要
否を前記データ記憶手段に記憶させ、
　前記電子メール生成手段は、前記データ記憶手段から発呼時の現在時刻に対応するスケ
ジュールの通知の要否を確認し、要通知の場合にはテキストデータを読み込み一方、否通
知の場合にはテキストデータの読み込みを非実行とするようにされていることを特徴とす
る請求項７または請求項８のうち何れか一項に記載の携帯通信端末の通信制御プログラム
。
【請求項１０】
　前記宛先データ登録手段は、前記他の通信端末に対応する電子メールの宛先として該他
の通信端末の電話番号と該他の通信端末の電子メールアドレスを前記データ記憶手段に記
憶させると共に、該他の通信端末に通信サービスを提供する電気通信事業者を特定するた
めの事業者特定情報を前記データ記憶手段に記憶させ、
　前記電子メール送信手段は、前記データ記憶手段に一時記憶憶されている電話番号に対
応して記憶されている事業者特定情報を求め、この事業者特定情報で特定される事業者が
当該携帯通信端末に通信サービスを提供する電気通信事業者と異なる場合には前記一時さ
れている電話番号に対応する電子メールアドレスを宛先とする一方、一致する場合には、
前記一時記憶されている電話番号を宛先として前記電子メールを送信するようにされてい
ることを特徴とする請求項６，請求項７，請求項８または請求項９のうち何れか一項に記
載の携帯通信端末の通信制御プログラム。
【請求項１１】
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージ、および、発呼対象となる前記他の通信
端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先との関連を携帯通信端末の
データ記憶手段に予め登録しておき、
　該携帯通信端末から前記他の通信端末を発呼する際に、発呼対象として選択した前記他
の通信端末の電話番号を一時記憶し、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答の有無を確認し、応答が有れば
当該携帯通信端末の通話機能を起動する一方、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答が無ければ、当該携帯通信端末
の送話器から入力される音声メッセージを電子メールに添付可能な音声ファイルの形式に
変換して前記データ記憶手段に一時記憶し、かつ、前記データ記憶手段からテキストメッ
セージを選択的に読み込んで電子メールの本文を生成して、前記データ記憶手段に一時記
憶された音声ファイルを前記電子メールに添付すると共に、
　発呼対象として記憶している電話番号に対応する電子メールの宛先を前記データ記憶手
段から求め、当該携帯通信端末における電子メールの送受信機能を利用して、前記求めら
れた宛先に宛てて前記電子メールを送信することを特徴とした携帯通信端末の通信制御方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯通信端末および携帯通信端末の通信制御プログラムと携帯通信端末の通
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信制御方法の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、通信端末の使用者が、相手先の通信端末に対する発呼を行い、相手先が応答
できないことがわかった場合に、早期の連絡が取れるように、一定時間毎に相手先の通信
端末に対して再発呼を実行する技術が提案されている。
　しかしながら、一定時間毎に相手先の通信端末に対する再発呼を行なったとしても、相
手先の通信端末が携帯通信端末であって通信圏外に出ている場合、相手先の通信端末の電
源が入っていない場合、あるいは、応答が可能な状況下にあっても相手が応答しないよう
な場合には通話が成立せず、いつ通じるか分からない通話先に発呼し続けることとなり、
時間を浪費してしまうといった不都合がある。
　また、相手先がボイスメールサービス（留守番サービス）に加入していない場合には、
要件を相手先に通知できないといった場合もある。
　更に、相手先が通信端末の着信履歴を確認して不在着信履歴に残る通信相手に電話を掛
け返しても、通信相手が電話に出ないときには通話が成立しない。この場合も、前記と同
様、いつ通じるか分からない通話先に発呼し続けることとなり、時間の浪費といった不都
合が生じる。また、場合によっては、通話を諦めるといったことにもなり兼ねない。
【０００３】
　ここで、移動体通信システムのボイスメールサービス設備を経由せずに音声メッセージ
を伝達するための技術としては、送話器からの音声メッセージをバイナリーテキスト変換
でテキスト形式に変換して電子メールに添付するようにしたものが、例えば、特許文献１
として公知である。
　しかしながら、このものは、電子メールを利用して音声メッセージを伝達するものに過
ぎず、通信状態を考慮して携帯通信端末の利便性を向上させるものではない。
【０００４】
　通信状態を考慮して携帯通信端末の利便性を向上させる技術としては、携帯通信端末の
所有者が応答困難な状況下で着信が発生した際に、当該所有者のスケジュールを電子メー
ルとして自動的に応答するようにした電話装置、更には、録音済みの音声メッセージを自
動的に通信相手に送信するようにした電話装置が特許文献２として提案されている。
　しかしながら、このものは、携帯通信端末を所有する当人が応答困難な状況を想定して
考えられたものであって、通信先が応答困難な状況には対処できない。また、携帯通信端
末を所有する当人が応答困難な状況を想定したものであるため、予め録音された音声メッ
セージを利用して応答できるに過ぎず、音声メッセージの内容が著しく制限されたものと
なる不便さがある。
　また、この携帯通信端末によって不在着信時の処理が行われたことに所有者自身が気付
かない場合もあり、あるいは、通信対象となる相手すなわち最初に電話を掛けた人間が直
ちに電子メールや音声メッセージを確認するといった保証もないので、通信が確立するま
での所要時間が冗長される可能性が高い。
　更に、電子メールや音声メッセージの送信といった不在着信時の処理は、当然のことな
がら、受信側の携帯通信端末が着信を検知しないと起動されないので、受信側の通信端末
に電源が投入されていない場合や受信側の携帯通信端末が通信圏外にあるような場合、特
に、通信システムのボイスメールサービスの機能を利用できず、受信側の携帯通信端末に
よる電子メールや音声メッセージの送信処理を電気通信事業者が代行できないような状況
下にあっては、受信側の通信端末に電源が投入されたり受信側の携帯通信端末が通信圏内
に戻るまでの間、何らの応答処理もなされない。この結果、受信側の通信端末が電子メー
ルや録音済みの音声メッセージ利用した応答機能を備えていたとしても、電源非投入もし
くは通信圏外の状況下では、其の機能は役に立たず、最初に電話を掛けた側の人間は、何
らかの応答を期待して何回も電話を掛け直さなければならず、やはり、時間を浪費といっ
た問題が生じる。
【０００５】
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【特許文献１】特開２０００－１７４９３１号公報
【特許文献２】特開２００６－３４５４０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前述の問題に鑑みてなされたもので、その目的は、通信先が応答困難な状況に
も対処していつ通じるか分からない通話先に発呼し続けることで生じる時間の浪費を軽減
すること、および、状況に応じた適切な音声メッセージやテキストメッセージを伝達する
こと、ならびに、受信側の通信端末に電源が投入されていない場合や受信側の携帯通信端
末が通信圏外にあるような場合における通信確立までの所要時間を一刻でも短縮できる携
帯通信端末および通信制御プログラムと通信制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の携帯通信端末は、音声による通話機能と添付ファイル付きの電子メールの送受
信機能を有する携帯通信端末であり、前記課題を解決するため、特に、
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージを記憶するテキストメッセージ記憶手段
と、
　当該携帯通信端末の送話器から入力される音声メッセージを読み込んで電子メールに添
付可能な音声ファイルの形式で一時記憶する音声ファイル生成手段と、
　発呼対象となる他の通信端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先
とを関連づけて記憶した宛先データ記憶手段と、
　発呼対象として選択された他の通信端末の電話番号を一時記憶する送信先一時記憶手段
と、
　発呼対象として選択された他の通信端末からの応答の有無を予め設定された判定条件に
従って判定する応答状態判定手段と、
　前記テキストメッセージ記憶手段からテキストメッセージを選択的に読み込んで電子メ
ールの本文を生成する電子メール生成手段と、
　前記音声ファイル生成手段を作動させ、音声ファイル生成手段が生成した音声ファイル
を前記電子メールに添付する音声ファイル添付手段と、
　前記送信先一時記憶手段に記憶されている電話番号に対応する電子メールの宛先を前記
宛先データ記憶手段から求め、この宛先に宛てて前記電子メールを送信する電子メール送
信手段と、
　前記応答状態判定手段の判定結果が応答有りの場合には前記音声ファイル生成手段と前
記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信手段を非作動として
当該携帯通信端末の通話機能実現手段を起動する一方、前記応答状態判定手段の判定結果
が応答無しの場合には、当該携帯通信端末の通話機能実現手段を非作動として前記音声フ
ァイル生成手段と前記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信
手段の作動を許容する動作選択手段を備えたことを特徴とする構成を有する。
【０００８】
　本発明による携帯通信端末の通信制御プログラムは、音声による通話機能と添付ファイ
ル付きの電子メールの送受信機能を有し、データ記憶手段を備えた携帯通信端末の通信制
御プログラムであり、前記と同様の課題を解決するため、特に、
　前記携帯通信端末のマイクロプロセッサを、
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージを前記データ記憶手段に記憶させるため
のテキストメッセージ登録手段、
　当該携帯通信端末の送話器から入力される音声メッセージを読み込み電子メールに添付
可能な音声ファイルの形式に変換して前記データ記憶手段に一時記憶させる音声ファイル
登録手段、
　発呼対象となる前記他の通信端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの
宛先とを関連づけて宛先データファイルとして前記データ記憶手段に記憶させる宛先デー
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タ登録手段、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末の電話番号を前記データ記憶手段に一時記
憶させる送信先データ登録手段、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答の有無を予め設定された判定条
件に従って判定する応答状態判定手段、
　前記データ記憶手段からテキストメッセージを選択的に読み込んで電子メールの本文を
生成する電子メール生成手段、
　前記音声ファイル登録手段を作動させ、音声ファイル登録手段が前記データ記憶手段に
一時記憶させた音声ファイルを前記電子メールに添付する音声ファイル添付手段、
　前記送信先データ登録手段が前記データ記憶手段に一時記憶させた電話番号に対応する
電子メールの宛先を前記宛先データファイルから求め、当該携帯通信端末における電子メ
ールの送受信機能を利用して、前記求められた宛先に宛てて前記電子メールを送信する電
子メール送信手段、および、
　前記応答状態判定手段の判定結果が応答有りの場合には前記音声ファイル登録手段と前
記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信手段を非作動として
当該携帯通信端末の通話機能実現手段を起動する一方、前記応答状態判定手段の判定結果
が応答無しの場合には、当該携帯通信端末の通話機能実現手段を非作動として前記音声フ
ァイル登録手段と前記電子メール生成手段および音声ファイル添付手段と電子メール送信
手段の作動を許容する動作選択手段として機能させることを特徴とした構成を有する。
【０００９】
　本発明による携帯通信端末の通信制御方法は、前記と同様の課題を解決するため、
　他の通信端末に伝達すべきテキストメッセージ、および、発呼対象となる前記他の通信
端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先との関連を携帯通信端末の
データ記憶手段に予め登録しておき、
　該携帯通信端末から前記他の通信端末を発呼する際に、発呼対象として選択した前記他
の通信端末の電話番号を一時記憶し、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答の有無を確認し、応答が有れば
当該携帯通信端末の通話機能を起動する一方、
　発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答が無ければ、当該携帯通信端末
の送話器から入力される音声メッセージを電子メールに添付可能な音声ファイルの形式に
変換して前記データ記憶手段に一時記憶し、かつ、前記データ記憶手段からテキストメッ
セージを選択的に読み込んで電子メールの本文を生成して、前記データ記憶手段に一時記
憶された音声ファイルを前記電子メールに添付すると共に、
　発呼対象として記憶している電話番号に対応する電子メールの宛先を前記データ記憶手
段から求め、当該携帯通信端末における電子メールの送受信機能を利用して、前記求めら
れた宛先に宛てて前記電子メールを送信することを特徴とした構成を有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の携帯通信端末および通信制御プログラムと通信制御方法は、他の通信端末に伝
達すべきテキストメッセージ、および、発呼対象となる他の通信端末の電話番号と該他の
通信端末に対応する電子メールの宛先との関連を携帯通信端末のデータ記憶手段に予め登
録しておき、携帯通信端末から前記他の通信端末を発呼する際に、発呼対象として選択し
た前記他の通信端末の電話番号を一時記憶し、発呼対象として選択された前記他の通信端
末からの応答の有無を確認し、応答が有れば当該携帯通信端末の通話機能を起動して通常
の通話を開始させる一方、発呼対象として選択された前記他の通信端末からの応答が無け
れば、当該携帯通信端末の送話器から入力される音声メッセージを電子メールに添付可能
な音声ファイルの形式に変換して前記データ記憶手段に一時記憶し、かつ、前記データ記
憶手段からテキストメッセージを選択的に読み込んで電子メールの本文を生成し、前記デ
ータ記憶手段に一時記憶された音声ファイルを前記電子メールに添付すると共に、発呼対
象として記憶している電話番号に対応する電子メールの宛先を前記データ記憶手段から求
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め、当該携帯通信端末における電子メールの送受信機能を利用して、前記求められた宛先
に宛てて前記音声ファイルを添付された電子メールを送信するようにしているので、通信
先の通信端末が応答困難な状況、例えば、相手先の通信端末が携帯通信端末であって通信
圏外に出ている場合、あるいは、相手先の通信端末の電源が入っていない場合、または、
応答が可能な状況下にあっても相手が応答しないような場合であっても、相手先がボイス
メールサービスに加入しているか否かに関わりなく、状況に応じた適切な音声メッセージ
つまり発呼を行なった時点でリアルタイムに生成された音声メッセージ（予め録音された
音声メッセージではない）やテキストメッセージを、通常のメール送信機能を利用して伝
達することが可能となり、いつ通じるか分からない通話先に発呼し続けることで生じる時
間の浪費が解消され得る。
【００１１】
　この際、相手先の携帯通信端末がいつ通信圏内に戻るか、相手先の通信端末の電源がい
つ入れられるか、相手先がいつ応答する気になるかは保証の限りではないが、テキストメ
ッセージを書き込んだ電子メールや当該電子メールに添付された音声ファイルは、相手先
の携帯通信端末が通信圏内に戻った時点あるいは相手先の通信端末の電源が投入された時
点で、もしくは、相手先のユーザのダウンロード指令によって自動的に相手先の通信端末
に取り込まれるので、少なくとも、受信側の通信端末が着信を検知しない限り電子メール
の送信処理や音声メッセージの送信処理が行なわれなかった此れまでの電話装置と比べて
通信が確立するまでの所要時間が短縮される可能性が高く、特に、最初に電話を掛けた側
の人間が何らかの応答を期待して何回も電話を掛け直すことで生じる時間の浪費を解消す
るのに適する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明を実施するための最良の形態について一例を挙げ、図面を参照して具体的
に説明する。
【００１３】
　図１は本発明を適用した一実施形態の携帯通信端末１の主要な機能を簡略化して示した
機能ブロック図、また、図２は携帯通信端末１の構成を簡略化して示したブロック図であ
る。
【００１４】
　この実施形態の携帯通信端末１は、音声による通話機能と添付ファイル付きの電子メー
ルの送受信機能を有する携帯通信端末であり、その主要部は、図１に示されるように、他
の通信端末たとえば固定電話や他の携帯通信端末に伝達すべきテキストメッセージを記憶
するためのテキストメッセージ記憶手段Ａと、当該携帯通信端末１の送話器２から入力さ
れる音声メッセージを読み込んで電子メールに添付可能な音声ファイルの形式で一時記憶
する音声ファイル生成手段Ｂと、発呼対象となる他の通信端末の電話番号と該他の通信端
末に対応する電子メールの宛先とを関連づけて記憶するための宛先データ記憶手段Ｃと、
発呼対象として選択された他の通信端末の電話番号を一時記憶するための送信先一時記憶
手段Ｄと、発呼対象として選択された他の通信端末からの応答の有無を予め設定された判
定条件に従って判定する応答状態判定手段Ｅと、テキストメッセージ記憶手段Ａからテキ
ストメッセージを選択的に読み込んで電子メールの本文を生成する電子メール生成手段Ｆ
と、音声ファイル生成手段Ｂを作動させ、音声ファイル生成手段Ｂで生成された音声ファ
イルを電子メールに添付する音声ファイル添付手段Ｇと、送信先一時記憶手段Ｄに記憶さ
れている電話番号に対応する電子メールの宛先を宛先データ記憶手段Ｃから求め、この宛
先に宛てて電子メールを送信する電子メール送信手段Ｈと、応答状態判定手段Ｅの判定結
果が応答有りの場合には音声ファイル生成手段Ｂと電子メール生成手段Ｆおよび音声ファ
イル添付手段Ｇと電子メール送信手段Ｈを非作動として当該携帯通信端末１の通話機能実
現手段Ｉを起動する一方、応答状態判定手段Ｅの判定結果が応答無しの場合には、当該携
帯通信端末１の通話機能実現手段Ｉを非作動として音声ファイル生成手段Ｂと電子メール
生成手段Ｆおよび音声ファイル添付手段Ｇと電子メール送信手段の作動Ｈを許容する動作
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選択手段Ｊによって構成される。
【００１５】
　図２に示される通り、携帯通信端末１は、具体的には、マイクからなる通話用の送話器
２およびスピーカからなる受話器３と送受信部４ならびにディスプレイ５を有する。
【００１６】
　ディスプレイ５は液晶モニタ等によって構成され、電話番号の選択表示や着信履歴等の
表示、更には、作成過程にある電子メールの表示や受信された電子メールの表示等に利用
される。
【００１７】
　従来と同様、携帯通信端末１の通常の利用に際しては、送話器２から入力された音声が
音声処理部６でＡ／Ｄ変換され入出力回路７を経てマイクロプロセッサ８に転送され、更
に、マイクロプロセッサ８で通信形式データに変換され、入出力回路７を経て送受信部４
に送られ、送受信部４で変調されて、内蔵式もしくは伸縮式のアンテナ９を介して外部に
送信される。
【００１８】
　また、アンテナ９で受信された通信電波は送受信部４で復調され、入出力回路７を経て
マイクロプロセッサ８に転送され、音声データに変換されてから、入出力回路７を経て音
声処理部６でＤ／Ａ変換等の処理操作を受けて受話器３から音声として出力される。
【００１９】
　キー操作部１０は、電話番号の入力操作等の場合にはテンキーとして使用され、また、
電子メールの作成等に際してはテキストデータ入力用のカナキー等として利用される。
【００２０】
　ＲＯＭ１１には、通話や電子メールの送受信を実行するための制御プログラムに加え、
本実施形態においては、更に、携帯通信端末１のマイクロプロセッサ８をテキストメッセ
ージ記憶手段Ａの一部を構成するテキストメッセージ登録手段，音声ファイル生成手段Ｂ
の主要部となる音声ファイル登録手段，宛先データ記憶手段Ｃの一部を構成する宛先デー
タ登録手段，送信先一時記憶手段Ｄの一部を構成する送信先データ登録手段，応答状態判
定手段Ｅ，電子メール生成手段Ｆ，音声ファイル添付手段Ｇ，電子メール送信手段Ｈの主
要部および動作選択手段Ｊとして機能させるために必要とされる「通信制御プログラム」
（図６～図９参照）が格納されている。
【００２１】
　なお、ここでいう「一部」や「主要部」の意味合いは以下に示す通りである。
【００２２】
　まず、テキストメッセージ記憶手段Ａについてであるが、テキストメッセージ記憶手段
Ａには、他の通信端末たとえば固定電話や他の携帯通信端末に伝達すべきテキストメッセ
ージを記憶する機能がある。テキストメッセージを実際に記憶するのは携帯通信端末１の
データ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１３であるが、この不揮発性メモリ１３にテ
キストメッセージを書き込むためにはマイクロプロセッサ８が必要である。従って、図１
におけるテキストメッセージ記憶手段Ａの主要部を構成しているのが携帯通信端末１のデ
ータ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１３であり、テキストメッセージ記憶手段Ａの
「一部」であるテキストメッセージ登録手段つまりプログラムによって実現される機能を
実行するのがマイクロプロセッサ８ということになる。
【００２３】
　また、音声ファイル生成手段Ｂには、携帯通信端末１の送話器２から入力される音声メ
ッセージを読み込んで電子メールに添付可能な音声ファイルの形式で一時記憶する機能が
ある。音声メッセージを読み込んで電子メールに添付可能な音声ファイルの形式に変換す
るのがマイクロプロセッサ８であり、変換された音声ファイルが携帯通信端末１のデータ
記憶手段の１つであるＲＡＭ１２に一時記憶される。従って、図１における音声ファイル
生成手段Ｂの「主要部」である音声ファイル登録手段つまりプログラムによって実現され
る機能を実行しているのがマイクロプロセッサ８であり、音声ファイル生成手段Ｂの一部
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が、携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つであるＲＡＭ１２、特に、その音声ファイル
記憶領域１７’によって構成されていることになる。
【００２４】
　そして、宛先データ記憶手段Ｃには、発呼対象となる他の通信端末の電話番号と該他の
通信端末に対応する電子メールの宛先とを関連づけて記憶する機能がある。他の通信端末
の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先を実際に記憶するのは携帯通信
端末１のデータ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１３であるが、この不揮発性メモリ
１３に他の通信端末の電話番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先とを関連づ
けて書き込むためにはマイクロプロセッサ８が必要である。従って、図１における宛先デ
ータ記憶手段Ｃの「一部」である宛先データ登録手段つまりプログラムによって実現され
る機能を実行するのはマイクロプロセッサ８であり、宛先データ記憶手段Ｃの主要部とし
て機能するのが、携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１３とい
うことになる。
【００２５】
　また、送信先一時記憶手段Ｄは発呼対象として選択された他の通信端末の電話番号を一
時記憶するためのもので、その主要部は携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つであるＲ
ＡＭ１２、特に、その送信先データ一時記憶領域１８’によって構成されるが、発呼対象
として選択された他の通信端末の電話番号をＲＡＭ１２に一時記憶させるためにはマイク
ロプロセッサ８が必要となる。従って、マイクロプロセッサ８は図１における送信先一時
記憶手段Ｄの「一部」を構成する送信先データ登録手段つまりプログラムによって実現さ
れる機能を実行していることになる。
【００２６】
　また、電子メール送信手段Ｈには、宛先データ記憶手段Ｃの主要部を構成する不揮発性
メモリ１３から、送信先一時記憶手段Ｄの主要部を構成するＲＡＭ１２に一時記憶された
電話番号に対応する電子メールの宛先を検索して求め、この宛先に宛てて電子メールを送
信する機能がある。不揮発性メモリ１３のデータを検索し、ＲＡＭ１２に一時記憶された
電話番号に対応する電子メールの宛先を求める処理はマイクロプロセッサ８のみによって
実現されるが、実際に電子メールを送信するためには携帯通信端末１の送受信部４やアン
テナ９等が必要となる。よって、図１における電子メール送信手段Ｈの「主要部」つまり
プログラムによって実現される機能はマイクロプロセッサ８によって構成され、また、ハ
ードウェアとして必要とされる送受信部４やアンテナ９等が、電子メール送信手段Ｈの他
部を構成することになる。
【００２７】
　図１における応答状態判定手段Ｅ，電子メール生成手段Ｆ，音声ファイル添付手段Ｇ，
動作選択手段Ｊは専らマイクロプロセッサ８の内部処理によって実現される機能であるか
ら、マイクロプロセッサ８自体が応答状態判定手段Ｅ，電子メール生成手段Ｆ，音声ファ
イル添付手段Ｇとして機能しているといって差し支えない。
【００２８】
　図１に示される通話機能実現手段Ｉは携帯通信端末１を通常の通話の用途に利用するた
めの機能実現手段であり、その詳細に関しては既に公知である。
【００２９】
　時計部１４はマイクロプロセッサ８のクロック信号を分周する時計回路や水晶発振子等
で構成され、年月日を含む現在時刻に連動して作動する。
【００３０】
　次に、テキストメッセージ記憶手段Ａとして機能するスケジュール記憶ファイルの具体
的な構成例を図３に示す。既に述べた通り、この実施形態にあっては、テキストメッセー
ジ記憶手段Ａの主要部は携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１
３によって構成され、該不揮発性メモリ１３の記憶領域の一部を用いて構築されたスケジ
ュールファイル記憶領域１６’に、図３に示されるようなスケジュール記憶ファイル１６
が保存されるようになっている。
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　スケジュール記憶ファイル１６は、当該携帯通信端末１を利用するユーザのスケージュ
ールを年月日を含む時刻に対応させて記憶するためのものである。この実施形態では、ス
ケジュールの要約とスケジュールの詳細が年月日を含む時刻に対応して並列的に記憶され
るようになっており、更に、スケジューに対応させて、スケジュールの通知の要否が設定
できるようになっている。要否の値「１」はスケジュールの通知が必要であることを意味
し、また、要否の値「０」はスケジュールの通知が不要であることを意味している。また
、要約はスケジュールの具体的な内容を含まない簡略なもので、関係者以外に情報が漏れ
ても実態的な被害の発生しない情報であり、詳細は其れよりも重要な内容である。
　なお、この種のファイル構成に関しては、携帯通信端末の分野では既に「カレンダー／
スケジュール機能」等の名称で公知である。
【００３１】
　次に、宛先データ記憶手段Ｃとして機能する宛先データ記憶ファイルの具体的な構成例
を図４に示す。既に述べた通り、この実施形態にあっては、宛先データ記憶手段Ｃの主要
部は携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つである不揮発性メモリ１３によって構成され
ており、該不揮発性メモリ１３の記憶領域の一部を用いて構築された宛先データ記憶領域
１５’に、図４に示されるような宛先データ記憶ファイル１５が保存されるようになって
いる。
　図４に示される宛先データ記憶ファイル１５には、発呼対象となる他の通信端末の電話
番号と該他の通信端末に対応する電子メールの宛先とが関連づけて記憶される。この実施
形態では、電子メールの宛先として電話番号と電子メールアドレスが記憶され、更に、該
他の通信端末に通信サービスを提供する電気通信事業者を特定するための事業者特定情報
と、当該携帯通信端末１を利用する所有者のスケジュールに関する開示範囲を規定するた
めの値とが電話番号に対応して設定されるようになっている。図５に示すように、開示範
囲を規定するための値「１」はスケジュールの要約とスケジュールの詳細を共に通信相手
に送信すべきことを示し、開示範囲を規定するための値「２」はスケジュールの要約のみ
を通信相手に送信すべきことを示すものである。同様に、開示範囲を規定するための値「
３」はスケジュールの空き時間を通信相手に送信すべきことを示し、開示範囲を規定する
ための値「４」は固定的なデフォルトメッセージを通信相手に送信すべきことを示してい
る。
　名前の欄は通信相手の名称であり、発呼時における電話番号の選択等の作業に際し、電
話番号に代わる選択肢としてディスプレイ５に表示される値である。管理番号は、通信相
手の名称，電話番号（電子メールの宛先の１つでもある），電子メールアドレス，事業者
特定情報，スケジュールの開示範囲を１セットのデータとして取り扱うための管理番号で
ある。
　なお、この種のファイル構成に関しては、携帯通信端末の分野では既に「電話帳」等の
名称で公知であるが、本実施形態にあっては、事業者特定情報とスケジュールの開示範囲
が新たに追加されている。
【００３２】
　次に、図６～図９に示した「通信制御プログラム」のフローチャート（以下、通信制御
処理という）を参照して、テキストメッセージ登録手段，音声ファイル登録手段，宛先デ
ータ登録手段，送信先データ登録手段，応答状態判定手段Ｅ，電子メール生成手段Ｆ，音
声ファイル添付手段Ｇ，電子メール送信手段Ｈおよび動作選択手段Ｊとして機能する携帯
通信端末１のマイクロプロセッサ８の処理動作と、本実施形態における「通信制御プログ
ラム」ならびに通信制御方法と、テキストメッセージ記憶手段Ａ，音声ファイル生成手段
Ｂ，宛先データ記憶手段Ｃ，送信先一時記憶手段Ｄ，通話機能実現手段Ｉについて具体的
に説明する。
【００３３】
　なお、この段階では既に図４に示されるような宛先データ記憶ファイル１５に通信相手
の名称，電話番号，電子メールアドレス，事業者特定情報，スケジュールの開示範囲から
なる何セットかのデータが既に登録され、また、図３に示されるようなスケジュール記憶
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ファイル１６にも当該携帯通信端末１のユーザのスケジュールが幾つか登録されているも
のとする。キー操作部１０とマイクロプロセッサ８を利用して行われる宛先データ記憶フ
ァイル１５やスケジュール記憶ファイル１６に対するデータの書き込み処理については一
般的なものであるので、宛先データ登録手段やテキストメッセージ登録手段として機能す
るマイクロプロセッサ８の動作に関しては説明を省略する。
【００３４】
　また、当該携帯通信端末１自体に通信サービスを提供している電気通信事業者を特定す
る事業者特定情報は予め不揮発性メモリ１３もしくはＲＯＭ１１に記憶されているものと
する。
【００３５】
　通信制御処理を開始したマイクロプロセッサ８は、まず、キー操作部１０に対する直接
的な数値の入力操作、もしくは、ディスプレイ５に表示される名前に対して行われる選択
操作等によって、発呼対象となる電話番号が入力されているか否かを判定する（ステップ
Ｓ１）。
【００３６】
　そして、発呼対象となる電話番号の入力が検知されなければ、マイクロプロセッサ８は
、ステップＳ１の判定処理とステップＳ３７の通常処理のみを繰り返し実行して、発呼対
象となる電話番号の入力を待機する。
【００３７】
　ステップＳ３７の通常処理は、通話機能実現手段Ｉを利用した通常の通話あるいは発呼
の中断処理や電子メールの作成もしくは送受信処理、更には、宛先データ記憶ファイル１
５やスケジュール記憶ファイル１６へのデータの登録作業等に関するもので、これらの処
理操作に関しては既に公知である。
【００３８】
　一方、発呼対象となる電話番号の入力がステップＳ１の判定処理で検出された場合には
、まず、送信先一時記憶手段Ｄの一部を構成する送信先データ登録手段として機能するマ
イクロプロセッサ８が、携帯通信端末１のデータ記憶手段の１つであるＲＡＭ１２におけ
る送信先データ一時記憶領域１８’すなわち送信先一時記憶手段Ｄの主要部に、ステップ
Ｓ１で検出した発呼対象の電話番号を一時記憶させる（ステップＳ２）。
【００３９】
　次いで、マイクロプロセッサ８は、発呼開始後の経過時間Ｔの計測を開始し（ステップ
Ｓ３）、発呼回数計数カウンタＣの値を一旦０に初期化した後（ステップＳ４）、該カウ
ンタＣの値を１インクリメントして（ステップＳ５）、発呼対象の電話番号に対して１回
の発呼を実行する（ステップＳ６）。
【００４０】
　そして、応答状態判定手段Ｅとして機能するマイクロプロセッサ８が、発呼対象として
選択された通信端末からの応答の有無を判定する（ステップＳ７）。
【００４１】
　ここで、ステップＳ７の判定結果が真となった場合、つまり、発呼対象として選択され
た他の通信端末からの応答があり、通信相手との間の接続が確立した場合には、従来と同
様、通信相手との通話を開始することが可能であるので、動作選択手段Ｊとして機能する
マイクロプロセッサ８は、他の通信端末からの応答が有ったものと見做し、音声ファイル
生成手段Ｂ，電子メール生成手段Ｆ，音声ファイル添付手段Ｇ，電子メール送信手段Ｈを
非作動の状態としたまま当該携帯通信端末１の通話機能実現手段Ｉを起動し、従来と同様
にして、当該携帯通信端末１と発呼先の通信相手との間での通話を実現させる（ステップ
Ｓ３７参照）。
【００４２】
　これに対し、ステップＳ７の判定結果が偽となった場合、つまり、発呼対象として選択
された他の通信端末からの応答が確認されなかった場合には、応答状態判定手段Ｅとして
機能するマイクロプロセッサ８は、応答の有無に関わる判定を保留したまま、更に、キー
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操作部１０に対してユーザによるオンフック操作が行われているか否か（ステップＳ８）
、最初の発呼を開始してからの経過時間Ｔが予め決められた許容時間の設定値ｔ０に達し
ているか否か（ステップＳ９）、発呼回数計数カウンタＣの値が予め決められた許容発呼
回数ｃ０に達しているか否かを判定し（ステップＳ１０）、ステップＳ８～ステップＳ１
０に至る全ての判定結果が偽となった場合に限り、発呼回数計数カウンタＣの値を改めて
１インクリメントし（ステップＳ５）、発呼対象の電話番号に対して更に１回の発呼を実
行する（ステップＳ６）。
【００４３】
　従って、最初の発呼を開始してからの経過時間Ｔが予め決められた許容時間の設定値ｔ
０に達するまでの間に発呼対象として選択された他の通信端末からの応答が確認された場
合、あるいは、予め決められた許容発呼回数ｃ０の範囲で実行される発呼に応えて他の通
信端末からの応答が確認された場合にあっては、応答状態判定手段Ｅとして機能するマイ
クロプロセッサ８は、予め設定された判定条件の範囲内で他の通信端末からの応答が確認
されたものと見做し、従来と同様にして当該携帯通信端末１の通話機能実現手段Ｉを起動
して当該携帯通信端末１と発呼先の通信相手との間での通話を開始させることになる（ス
テップＳ３７参照）。
【００４４】
　ステップＳ５～ステップＳ１０の処理が繰り返し実行される間に、ユーザがキー操作部
１０に対してオンフック操作を行うようにすれば、従来と同様、ユーザの意図によって発
呼処理を停止させることも可能である（ステップＳ３７参照）。
【００４５】
　これに対し、ステップＳ５～ステップＳ１０の処理が繰り返し実行される間にステップ
Ｓ９もしくはステップＳ１０の判定処理が真となった場合には、応答状態判定手段Ｅとし
て機能するマイクロプロセッサ８は、発呼対象として選択された通信端末からの応答が得
られないものと見做す。
【００４６】
　この場合、動作選択手段Ｊとして機能するマイクロプロセッサ８は、当該携帯通信端末
１の通話機能実現手段Ｉを非作動の状態としたまま、音声ファイル生成手段Ｂ，電子メー
ル生成手段Ｆ，音声ファイル添付手段Ｇ，電子メール送信手段Ｈの作動を許容する。
【００４７】
　ステップＳ９もしくはステップＳ１０の判定処理が真となって、発呼対象として選択さ
れた通信端末からの応答が得られないと判定された場合には、まず、電子メール生成手段
Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８が、宛先データ記憶手段Ｃの主要部を構成する不
揮発性メモリ１３における宛先データ記憶領域１５’に登録されている図４のような宛先
データ記憶ファイル１５を検索し（ステップＳ１１）、送信先一時記憶手段Ｄの主要部を
構成するＲＡＭ１２の送信先データ一時記憶領域１８’に現時点で一時記憶されている電
話番号すなわち発呼対象の電話番号が、宛先データ記憶ファイル１５に既に登録されてい
るか否かを判定することになる（ステップＳ１２）。
　前述のステップＳ１の処理で検出された電話番号が、ディスプレイ５に表示される名前
に対して行われる選択操作によって発呼対象として選択された場合には、当然、発呼対象
の電話番号が宛先データ記憶ファイル１５に登録済みであるが、ユーザがメモを見ながら
キー操作部１０に対する直接的な数値入力操作を行なって電話番号を指定したような場合
には、発呼対象の電話番号が宛先データ記憶ファイル１５に登録されていないといった場
合もあり得るからである。
【００４８】
　そこで、ステップＳ１２の判定結果が偽となった場合、つまり、発呼対象の電話番号が
宛先データ記憶ファイル１５に登録されていないことが明らかとなった場合には、電子メ
ール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、ディスプレイ５に「発呼対象の
電話番号や電子メールアドレスが登録されていません。メッセージを伝達できない場合が
あります。音声メッセージの入力を開始しますか？」等のアラートメッセージを表示し（
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ステップＳ１８）、キー操作部１０を利用したユーザの応答操作を待機する（ステップＳ
１９）。
【００４９】
　ここで、ステップＳ１９の判定結果が偽となった場合、つまり、ユーザがメッセージの
伝達を中止する操作を行った場合には、マイクロプロセッサ８は、この時点で通信制御処
理を中断し、ステップＳ１の判定処理とステップＳ３７の通常処理のみを繰り返し実行す
る初期の待機状態に復帰する。
【００５０】
　また、ステップＳ１９の判定結果が真となった場合、つまり、無理を承知の上でユーザ
がメッセージの伝達を望む操作を行なった場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能す
るマイクロプロセッサ８は、送信先一時記憶手段Ｄの主要部を構成するＲＡＭ１２の送信
先データ一時記憶領域１８’に現時点で一時記憶されている電話番号、すなわち、発呼対
象の電話番号それ自体を、電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジスタＲｍ
に一時記憶させる（ステップＳ２０）。
　適切な電子メールの宛先に関わる情報や当該通信相手に通信サービスを提供している電
気通信事業者を特定する事業者特定情報が存在しないため、電子メールの宛先としての選
択肢が電話番号以外にないからである。
【００５１】
　一方、ステップＳ１２の判定結果が真となった場合、すなわち、発呼対象の電話番号が
宛先データ記憶ファイル１５に既に登録されていることが明らかとなった場合には、電子
メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、更に、送信先データ一時記憶
領域１８’に記憶されている発呼対象の電話番号に基いて図４のような宛先データ記憶フ
ァイル１５を検索し、当該発呼対象の電話番号に対応して事業者特定情報が登録されてい
るか否か、つまり、発呼対象の通信相手に通信サービスを提供している電気通信事業者が
既知であるか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【００５２】
　発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報が登録されておらず、ステップＳ１３の
判定結果が偽となった場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッ
サ８は、更に、送信先データ一時記憶領域１８’に記憶されている発呼対象の電話番号に
基いて図４のような宛先データ記憶ファイル１５を検索し、発呼対象の電話番号に対応し
て電子メールアドレスが登録されているか否か、要するに、発呼対象の通信相手に対して
通常の電子メールを使用してテキストメッセージや音声ファイルを送信できるか否かを判
定する（ステップＳ１６）。
【００５３】
　ステップＳ１６の判定結果が偽となった場合には、発呼対象の電話番号それ自体は宛先
データ記憶ファイル１５に登録されているものの発呼対象の電話番号に対応する事業者特
定情報や電子メールアドレスが登録されていないことを意味する。従って、この場合、電
子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、前記と同様、ディスプレイ
５にアラートメッセージを表示してキー操作部１０を利用したユーザの応答操作を待機し
（ステップＳ１８，ステップＳ１９）、ユーザがメッセージの伝達を望まない操作を行な
った場合には当該時点で通信制御処理を中断してステップＳ１の判定処理とステップＳ３
７の通常処理のみを繰り返し実行する初期の待機状態に復帰し、また、ユーザが無理を承
知の上でメッセージの伝達を望む操作を行なった場合には、発呼対象の電話番号それ自体
を電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジスタＲｍに一時記憶させる（ステ
ップＳ２０）。
【００５４】
　これに対し、ステップＳ１６の判定結果が真となった場合、つまり、発呼対象の電話番
号に対応する事業者特定情報は登録されていなくても発呼対象の電話番号に対応する電子
メールアドレスが図４のような宛先データ記憶ファイル１５に登録されていることが明ら
かとなった場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、発
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呼対象の電話番号に対応する電子メールアドレスを宛先データ記憶ファイル１５から読み
出し、この電子メールアドレスを電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジス
タＲｍに一時記憶させることになる（ステップＳ１７）。
【００５５】
　一方、前述のステップＳ１３の判定結果が真となり、発呼対象の電話番号に対応する事
業者特定情報が宛先データ記憶ファイル１５に登録されていることが確認された場合には
、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、更に、送信先データ一
時記憶領域１８’に記憶されている発呼対象の電話番号に基いて図４のような宛先データ
記憶ファイル１５を検索し、発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報を読み込んで
、この事業者特定情報と当該携帯通信端末１に通信サービスを提供している電気通信事業
者の事業者特定情報とが一致しているか否か、すなわち、電気通信事業者に依存した格別
なサービス例えばホットメール等を利用した電子メールの送受信が当該携帯通信端末１と
発呼先の通信端末との間で実行可能であるか否かを判定することになる（ステップＳ１４
）。
【００５６】
　発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報と当該携帯通信端末１に通信サービスを
提供している電気通信事業者の事業者特定情報とが一致しておらずステップＳ１４の判定
結果が偽となった場合には、電気通信事業者に依存した格別なサービスを利用することは
できないので、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、前記と同
様、発呼対象の通信相手に通常の電子メールを使用してテキストメッセージや音声ファイ
ルを送信できるか否かを判定し（ステップＳ１６）、通常の電子メールの使用が可能であ
れば発呼対象の電話番号に対応する電子メールアドレスを宛先データ記憶ファイル１５か
ら読み出して電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジスタＲｍに一時記憶さ
せる一方（ステップＳ１７）、通常の電子メールの使用ができない場合には、ディスプレ
イ５にアラートメッセージを表示した上でキー操作部１０を利用したユーザの応答操作を
待機し（ステップＳ１８，ステップＳ１９）、ユーザがメッセージの伝達を望まない操作
を行なった場合には当該時点で通信制御処理を中断してステップＳ１の判定処理とステッ
プＳ３７の通常処理のみを繰り返し実行する初期の待機状態に復帰し、また、ユーザが無
理を承知の上でメッセージの伝達を望む操作を行なった場合には発呼対象の電話番号それ
自体を電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジスタＲｍに一時記憶させるこ
とになる（ステップＳ２０）。
【００５７】
　また、これとは逆にステップＳ１４の判定結果が真となった場合には、発呼対象の電話
番号に対応した事業者特定情報と当該携帯通信端末１に通信サービスを提供している電気
通信事業者の事業者特定情報とが一致していること、要するに、電子メールの送受信に際
して電気通信事業者に依存した格別なサービスが利用可能であることを意味するので、電
子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、安価で確実な方法つまりホ
ットメール等を利用した電子メールの送信処理を行なうことを前提として、発呼対象の電
話番号それ自体を電子メールの宛先としてＲＡＭ１２内の宛先記憶レジスタＲｍに一時記
憶させる（ステップＳ１５）。
【００５８】
　次いで、音声ファイル生成手段Ｂの主要部を構成する音声ファイル登録手段として機能
するマイクロプロセッサ８が、当該携帯通信端末１の送話器２から入力されるユーザの肉
声すなわち音声メッセージを順次読み込んで電子メールに添付可能な音声ファイルの形式
に変換し、携帯通信端末１におけるデータ記憶手段の１つであるＲＡＭ１２に設けられた
音声ファイル記憶領域１７’に一時記憶させる（ステップＳ２１）。
【００５９】
　そして、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８が、先ほど求めて
一時記憶していた送り先、つまり、送信先データ一時記憶領域１８’に記憶されている電
話番号に対応する電子メールの宛先を、ＲＡＭ１２の宛先記憶レジスタＲｍから読み込み
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、この送り先に当てた電子メールを生成し、更に、音声ファイル添付手段Ｇとして機能す
るマイクロプロセッサ８が、音声ファイル記憶領域１７’に一時記憶されている音声ファ
イルを此の電子メールに添付ファイルの形式で添付し（ステップＳ２２）、電子メール生
成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８が、此の電子メールのタイトルとして「伝
言メッセージ」等の文字ストリングスを設定する（ステップＳ２３）。
【００６０】
　次いで、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８が時計部１４から
年月日を含む現在時刻を読み込み（ステップＳ２４）、テキストメッセージ記憶手段Ａの
主要部として機能する不揮発性メモリ１３のスケジュールファイル記憶領域１６’に登録
されている図３のようなスケジュール記憶ファイル１６をサーチして（ステップＳ２５）
、現在時刻に対応するユーザのスケージュールが既にスケジュール記憶ファイル１６に登
録されているか否かを判定する（ステップＳ２６）。
【００６１】
　ここで、ステップＳ２６の判定結果が偽となった場合、つまり、現在時刻に対応するユ
ーザのスケージュールがスケジュール記憶ファイル１６に登録されていないことが明らか
となった場合には、電子メールに書き込んで通信相手に送信すべきスケジュールの要約や
詳細が登録されていないことは明らかであるので、電子メール送信手段Ｈの主要部として
機能するマイクロプロセッサ８は、「伝言メッセージ」等のタイトルを設定されて音声フ
ァイルのみを添付された空の電子メールを、宛先記憶レジスタＲｍに記憶されている電子
メールの宛先つまり通信相手の通信端末に宛てて送信する（ステップＳ３３）。
【００６２】
　前述した通り、電子メールの宛先としては通信相手の電子メールアドレスが設定される
場合と通信相手の電話番号が設定される場合とがある（ステップＳ１５，ステップＳ１７
，ステップＳ２０参照）。
【００６３】
　通信相手の電子メールアドレスが宛先として設定されている場合、あるいは、通信相手
の電話番号が宛先として設定されている場合であっても発呼対象の電話番号に対応する事
業者特定情報と当該携帯通信端末１に通信サービスを提供している電気通信事業者の事業
者特定情報とが一致していて電気通信事業者に依存した格別なサービスが利用できる場合
にあっては、通信相手の通信端末に電子メールを確実に送達することができるが、通信相
手の電話番号が宛先として設定されていても発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情
報と当該携帯通信端末１に通信サービスを提供している電気通信事業者の事業者特定情報
とが一致しない場合、もしくは、発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報が不明で
ある場合には、通信相手の通信端末に電子メールを送達できない可能性が高い。
【００６４】
　この実施形態では、電気通信事業者に依存した格別なサービスと通常の電子メールのサ
ービスが共に利用できる状況下にあっては、通常の電子メールのサービスに優先して電気
通信事業者に依存したホットメール等の格別なサービスを利用するようにしているので、
全体としての通信費用を廉価に抑えることができる（ステップＳ１４～ステップＳ１５，
ステップＳ１６～ステップＳ１７参照）。
【００６５】
　これに対し、ステップＳ２６の判定結果が真となった場合、つまり、現在時刻に対応す
るユーザのスケージュールがスケジュール記憶ファイル１６に登録されていることが明ら
かとなった場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ８は、更
に、スケジュール記憶ファイル１６を参照して当該スケージュールに対応して設定されて
いるスケジュールの通知の要否の値が「１」であるか否か、つまり、このスケジュールに
ついて通信相手に知らせる必要があるか否かを判定することになる（ステップＳ２７）。
【００６６】
　ステップＳ２７の判定結果が偽となった場合すなわちスケジュールについて通信相手に
知らせる必要がないと判定された場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイク
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ロプロセッサ８によるスケジュール記憶ファイル１６からのテキストデータの読み込みは
非実行とされ、前記と同様、電子メール送信手段Ｈの主要部として機能するマイクロプロ
セッサ８が、「伝言メッセージ」等のタイトルを設定されて音声ファイルのみを添付され
た空の電子メールを、宛先記憶レジスタＲｍに記憶されている電子メールの宛先つまり通
信相手の通信端末に宛てて送信することになる（ステップＳ３３）。
【００６７】
　一方、ステップＳ２７の判定結果が真となった場合、つまり、スケジュールについて通
信相手に知らせる必要があると判定された場合には、電子メール生成手段Ｆとして機能す
るマイクロプロセッサ８は、更に、ＲＡＭ１２の送信先データ一時記憶領域１８’に記憶
されている電話番号に対応して図４のような宛先データ記憶ファイル１５に登録されてい
る開示範囲の値を読み込み（ステップＳ２８）、まず、この値が「１」であるか否かを判
定する（ステップＳ２９）。
【００６８】
　開示範囲の値が「１」である場合にはスケジュールの要約とスケジュールの詳細を共に
通信相手に送信する必要があることを意味するので、電子メール生成手段Ｆとして機能す
るマイクロプロセッサ８は、テキストメッセージ記憶手段Ａの主要部として機能するスケ
ジュール記憶ファイル１６から現在時刻に対応して登録されているスケジュールの要約と
スケジュールの詳細を選択的に読み込み、「伝言メッセージ」等のタイトルを設定されて
音声ファイルのみを添付された空の電子メールの本文としてスケジュールの要約とスケジ
ュールの詳細を書き込む（ステップＳ３４）。
【００６９】
　また、開示範囲の値が「１」でなければ、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイク
ロプロセッサ８は、更に、この開示範囲の値が「２」であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ３０）。
【００７０】
　開示範囲の値が「２」である場合にはスケジュールの要約のみを通信相手に送信する必
要があることを意味するので、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ
８は、テキストメッセージ記憶手段Ａの主要部として機能するスケジュール記憶ファイル
１６から現在時刻に対応して登録されているスケジュールの要約のみを選択的に読み込み
、「伝言メッセージ」等のタイトルを設定されて音声ファイルのみを添付された空の電子
メールの本文としてスケジュールの要約のみを書き込む（ステップＳ３５）。
【００７１】
　更に、開示範囲の値が「２」でなければ、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイク
ロプロセッサ８は、この開示範囲の値が「３」であるか否かを判定する（ステップＳ３１
）。
【００７２】
　開示範囲の値が「３」である場合にはスケジュールの空き時間を通信相手に送信する必
要があることを意味するので、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロセッサ
８は、スケジュール記憶ファイル１６に登録されているスケジュールの時間帯を現在時刻
を起点として時系列に沿って将来に向けて検索することによって最初のスケジュールの空
き時間を求め（ステップＳ３６）、「伝言メッセージ」等のタイトルを設定されて音声フ
ァイルのみを添付された空の電子メールの本文としてスケジュールの空き時間をテキスト
形式で書き込む（ステップＳ３７）。
　例えば、図３に示される宛先データ記憶ファイル１５の例で現在時刻が２００８／７／
２２／９：３０であったとすれば、次のスケジュールが開始されるのは２００８／７／２
２／１４：００からであるから、電子メールに書き込まれるスケジュールの空き時間は２
００８／７／２２／１０：００～２００８／７／２２／１４：００ということになる。
【００７３】
　また、開示範囲の値が「３」でなければ、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイク
ロプロセッサ８は、この開示範囲の値が「４」であるか否かを判定する（ステップＳ３２



(18) JP 2010-87818 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

）。
【００７４】
　開示範囲の値が「４」である場合には固定的なデフォルトメッセージを通信相手に送信
する必要があることを意味するので、電子メール生成手段Ｆとして機能するマイクロプロ
セッサ８は、テキストメッセージ記憶手段Ａの一部として機能する不揮発性メモリ１３の
他の記憶領域に予め登録されているデフォルトメッセージを選択的に読み込み、「伝言メ
ッセージ」等のタイトルを設定されて音声ファイルのみを添付された空の電子メールの本
文としてデフォルトメッセージをテキスト形式で書き込む（ステップＳ３８）。
【００７５】
　そして、最終的に、電子メール送信手段Ｈの主要部として機能するマイクロプロセッサ
８が、ステップＳ３４，ステップＳ３５，ステップＳ３７もしくはステップＳ３８で生成
された電子メールを、宛先記憶レジスタＲｍに記憶されている電子メールの宛先つまり通
信相手の通信端末に宛てて送信する（ステップＳ３３）。
【００７６】
　以上に述べた通り、この実施形態では、発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報
と当該携帯通信端末１に通信サービスを提供している電気通信事業者の事業者特定情報と
が一致していない場合や発呼対象の電話番号に対応する事業者特定情報が不明である場合
、つまり、ステップＳ１４の判定結果もしくはステップＳ１３の判定結果が偽となる場合
においては、通信相手の電子メールアドレスを宛先として通常の電子メールのサービスを
利用してテキストメッセージや音声ファイルを送信するようにしているので、電気通信事
業者に依存した格別なサービスが利用できない状況下にあっても通常の電子メールのサー
ビスを利用して確実にメッセージを伝達することができる。
【００７７】
　しかも、通信先の通信端末が応答困難な状況、例えば、相手先の通信端末が携帯通信端
末であって通信圏外に出ている場合、あるいは、相手先の通信端末の電源が入っていない
場合、または、応答が可能な状況下にあっても相手が応答しないような場合であっても、
相手方の事情や都合とは関わりなく、状況に応じた適切な音声メッセージつまり発呼を行
なった時点でユーザがリアルタイムに生成した音声ファイルと、テキストメッセージ記憶
手段Ａとして機能するスケジュール記憶ファイル１６に予め登録されていたスケジュール
の要約や其の詳細、または、不揮発性メモリ１３の他の記憶領域に予め登録されていたデ
フォルトメッセージ、あるいは、スケジュール記憶ファイル１６に登録されたスケジュー
ルの時間帯を検索することによって求められたスケジュールの空き時間を表すテキストメ
ッセージを伝達することができる。
【００７８】
　つまり、通信相手となる通信端末が着信を検知しない場合であっても、発呼側のユーザ
が必要とする音声メッセージやテキストメッセージを無条件に送り付けることができるの
で、発呼側のユーザは、いつ通じるか分からない通信先に向けて無駄な発呼を繰り返すと
いった必要がなくなり、時間の浪費を解消することができる。
【００７９】
　この際、相手先の携帯通信端末がいつ通信圏内に戻るか、相手先の通信端末の電源がい
つ入れられるか、相手先がいつ応答する気になるかは保証の限りではないが、テキストメ
ッセージを書き込んだ電子メールや当該電子メールに添付された音声ファイルは、相手先
の携帯通信端末が通信圏内に戻った時点あるいは相手先の通信端末の電源が投入された時
点で、もしくは、相手先のユーザのダウンロード指令によって自動的に相手先の通信端末
に取り込まれるので、少なくとも、受信側の通信端末が着信を検知しない限り電子メール
の送信処理や音声メッセージの送信処理が行なわれなかった此れまでの電話装置、つまり
、受信側が電源非投入もしくは通信圏外の状況下では電子メールや音声メッセージの送信
処理の機能が一切利用できなかった此れまでの電話装置と比べれば、通信が確立するまで
の所要時間が短縮される可能性が高い。
【００８０】
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　従って、特に、最初に電話を掛けた側の人間が何らかの応答を期待して何回も電話を掛
け直すことで生じる時間の浪費を効果的に節約することができる。
【００８１】
　また、電子メールの本文をなすテキストメッセージの内容は、スケジュールに関する開
示範囲を規定する値を整数「１」～「４」の範囲で通信相手に合わせて設定することによ
り、スケジュールの要約とスケジュールの詳細、または、スケジュールの要約のみ、ある
いは、スケジュールの空き時間のみ、もしくは、「後で電話を下さい。」等の固定的なデ
フォルトメッセージのうちから自由に選ぶことができるので、通信相手の信頼性に応じた
メッセージを送信することができる。
【００８２】
　更に、通信相手に合わせて設定する開示範囲の値とは別にスケジュール毎に通信相手に
対するスケジュールの通知の要否を設定することができるので、外部に流したくないスケ
ジュールに対応させて非通知を意味する数値「０」を設定しておけば、仮に、開示範囲の
値を誤って設定したとしても、重要な情報が外部に漏れる心配はない。
【００８３】
　この実施形態では、最初の発呼を開始してからの経過時間Ｔと発呼回数計数カウンタＣ
の値を参照して応答の有無や発呼の打ち切りを判定しているが、応答の有無や発呼の打ち
切り規準となる判定条件は時間または発呼回数の何れか一方で十分である。
【００８４】
　以上の実施形態では、携帯通信端末の一例として携帯電話機を挙げたが、本発明はこれ
に限定されるものではない。
　電話機能と音声の録音機能および電子メールの送信機能を有する装置であれば、いかな
る装置に適用することも可能である。
【００８５】
　発明の実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきで
ある。
　本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲
と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明を適用した一実施形態の携帯通信端末の機能を簡略化して示した機能ブロ
ック図である。
【図２】同実施形態の携帯通信端末の構成を簡略化して示したブロック図である。
【図３】同実施形態におけるスケジュール記憶ファイルの具体的な構成例を示した概念図
である。
【図４】同実施形態における宛先データ記憶ファイルの具体的な構成例を示した概念図で
ある。
【図５】同実施形態における宛先データ記憶ファイルで利用される開示範囲を規定するた
めの値と開示範囲の関係を示した概念図である。
【図６】同実施形態の携帯通信端末のマイクロプロセッサによって実行される通信制御処
理の概略を示したフローチャートである。
【図７】通信制御処理の概略を示したフローチャートの続きである。
【図８】通信制御処理の概略を示したフローチャートの続きである。
【図９】通信制御処理の概略を示したフローチャートの続きである。
【符号の説明】
【００８７】
１　携帯通信端末
２　送話器
３　受話器
４　送受信部（電子メール送信手段の他部）
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５　ディスプレイ
６　音声処理部
７　入出力回路
８　マイクロプロセッサ（テキストメッセージ登録手段，音声ファイル登録手段，宛先デ
ータ登録手段，送信先データ登録手段，応答状態判定手段，電子メール生成手段，音声フ
ァイル添付手段，電子メール送信手段の主要部，通話機能実現手段，動作選択手段）
９　アンテナ（電子メール送信手段の他部）
１０　キー操作部
１１　ＲＯＭ
１２　ＲＡＭ（携帯通信端末のデータ記憶手段の１つ）
１３　不揮発性メモリ（携帯通信端末のデータ記憶手段の１つ）
１４　時計部
１５　宛先データ記憶ファイル
１５’　宛先データ記憶領域
１６　スケジュール記憶ファイル
１６’　スケジュールファイル記憶領域
１７’　音声ファイル記憶領域
１８’　送信先データ一時記憶領域
Ａ　テキストメッセージ記憶手段
Ｂ　音声ファイル生成手段
Ｃ　宛先データ記憶手段
Ｄ　送信先一時記憶手段
Ｅ　応答状態判定手段
Ｆ　電子メール生成手段
Ｇ　音声ファイル添付手段
Ｈ　電子メール送信手段
Ｉ　通話機能実現手段
Ｊ　動作選択手段
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